
農用地利用集積等促進計画

市町村 大字 字 地番 始期 終期
年数
（年）

賃料単価
（円/10a）
(㎏/10a)

賃料年額
（円）
(㎏)

始期 終期
年数
（年）

賃料単価
（円/10a）
(㎏/10a)

賃料年額
（円）
(㎏)

新規 更新 付替

1 琴浦町 箆津 陳場 86-1 田 田 飼料畑 490 490 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 4,900 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 4,900 福田　昌治 ① 〇 ①

2 琴浦町 箆津 陳場 87 田 田 飼料畑 2,224 2,224 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,240 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,240 福田　昌治 ① 〇 ①

3 琴浦町 湯坂 塚田 212-2 田 田 飼料畑 1,453 1,453 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 14,530 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 14,530 福田　昌治 ① 〇 ①

4 琴浦町 箆津 餘田 334-1 田 田 飼料畑 2,240 2,240 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,400 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,400 福田　昌治 ① 〇 ①

5 琴浦町 箆津 西餘田 331-2 田 田 飼料畑 589 589 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 5,890 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 5,890 福田　昌治 ① 〇 ①

6 琴浦町 箆津 コブキ 149-1 田 田 飼料畑 2,877 2,877 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 28,770 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 28,770 福田　昌治 ① 〇 ①

7 琴浦町 箆津 三反田 217-2 田 田 飼料畑 759 759 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 7,590 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 7,590 福田　昌治 ① 〇 ①

8 琴浦町 箆津 古城 450-1 田 田 飼料畑 1,008 1,008 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 10,080 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 10,080 福田　昌治 ① 〇 ①

9 琴浦町 箆津 上山之前 494-1 田 田 飼料畑 1,500 1,500 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 15,000 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 15,000 福田　昌治 ① 〇 ①

10 琴浦町 箆津 陳場 86-2 田 田 飼料畑 1,250 1,250 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 12,500 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 12,500 福田　昌治 ① 〇 ①

11 琴浦町 箆津 穴窪 121-1 田 田 飼料畑 949 949 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 9,490 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 9,490 福田　昌治 ① 〇 ①

12 琴浦町 箆津 九尺 156 田 田 飼料畑 2,968 2,968 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 29,680 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 29,680 福田　昌治 ① 〇 ①

13 琴浦町 箆津 三反田 217-3 田 田 飼料畑 760 760 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 7,600 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 7,600 福田　昌治 ① 〇 ①

14 琴浦町 八幡 四反田 976-1 田 田 飼料畑 2,263 2,263 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,630 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 22,630 福田　昌治 ① 〇 ①

15 琴浦町 八幡 四反田 977-1 田 田 飼料畑 2,409 2,409 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 24,090 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 24,090 福田　昌治 ① 〇 ①

16 琴浦町 八幡 四反田 974 田 田 飼料畑 2,668 2,668 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 26,680 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 26,680 福田　昌治 ① 〇 ①

17 琴浦町 八幡 四反田 977-2 田 田 飼料畑 2,345 2,345 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 23,450 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 10,000 23,450 福田　昌治 ① 〇 ①

18 琴浦町 箆津 築地ケ内 79-1 田 田 飼料畑 2,949 2,949 R2.12.11 R7.12.10 5年0ヶ月 10,000 29,490 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 29,490 福田　昌治 ① 〇 ③

19 琴浦町 箆津 東前田 63-2 田 田 飼料畑 1,201 1,201 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 12,010 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 12,010 福田　昌治 ① 〇 ③

20 琴浦町 箆津 東前田 67 田 田 飼料畑 2,976 2,976 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 29,760 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 29,760 福田　昌治 ① 〇 ③

21 琴浦町 箆津 東前田 61-1 田 田 飼料畑 2,997 2,997 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 29,970 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 29,970 福田　昌治 ① 〇 ③

22 琴浦町 箆津 東前田 62-1 田 田 飼料畑 2,983 2,983 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 29,830 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 29,830 福田　昌治 ① 〇 ③

23 琴浦町 箆津 東前田 63-1 田 田 飼料畑 671 671 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 6,710 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 6,710 福田　昌治 ① 〇 ③

24 琴浦町 箆津 穴窪 121-2 田 田 飼料畑 2,031 2,031 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 20,310 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 20,310 福田　昌治 ① 〇 ③

25 琴浦町 箆津 西清川 191-1 田 田 飼料畑 644 644 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 6,440 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 6,440 福田　昌治 ① 〇 ③

26 琴浦町 箆津 西清川 191-2 田 田 飼料畑 632 632 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 6,320 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 6,320 福田　昌治 ① 〇 ③

27 琴浦町 箆津 西清川 195-3 田 田 飼料畑 500 500 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 5,000 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 5,000 福田　昌治 ① 〇 ③

28 琴浦町 箆津 東清川 165-4 田 田 飼料畑 967 967 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 9,670 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 9,670 福田　昌治 ① 〇 ③

29 琴浦町 箆津 西清川 195-2 田 田 飼料畑 554 554 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 5,540 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 5,540 福田　昌治 ① 〇 ③

30 琴浦町 箆津 餘田 332-1 田 田 飼料畑 2,753 2,753 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 27,530 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 27,530 福田　昌治 ① 〇 ③
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31 琴浦町 箆津 古城 450-2 田 田 飼料畑 2,026 2,026 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 20,260 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 20,260 福田　昌治 ① 〇 ③

32 琴浦町 箆津 竹ケ後口 464-1 田 田 飼料畑 3,323 3,323 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 33,230 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 33,230 福田　昌治 ① 〇 ③

33 琴浦町 箆津 熊野田 197-3 田 田 飼料畑 1,994 1,994 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 19,940 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 19,940 眞山　秀樹 ① 〇 ③

34 琴浦町 箆津 熊野田 197-1 田 田 飼料畑 1,069 1,069 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 10,690 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 10,690 眞山　秀樹 ① 〇 ③

35 琴浦町 箆津 熊野田 201-1 田 田 飼料畑 1,776 1,776 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 17,760 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 17,760 眞山　秀樹 ① 〇 ③

36 琴浦町 箆津 熊野田 201-2 田 田 飼料畑 1,288 1,288 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 12,880 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 12,880 眞山　秀樹 ① 〇 ③

37 琴浦町 箆津 熊野田 199-1 田 田 飼料畑 429 429 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 4,290 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 4,290 眞山　秀樹 ① 〇 ③

38 琴浦町 箆津 熊野田 199-2 田 田 飼料畑 2,537 2,537 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 25,370 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 25,370 眞山　秀樹 ① 〇 ③

39 琴浦町 箆津 岸ノ前 238-1 田 田 飼料畑 1,424 1,424 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 14,240 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 14,240 眞山　秀樹 ① 〇 ③

40 琴浦町 箆津 岸ノ前 238-2 田 田 飼料畑 1,557 1,557 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 10,000 15,570 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 10,000 15,570 眞山　秀樹 ① 〇 ③

41 琴浦町 箆津 釼野 697-1 畑 畑 飼料畑 570 570 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 0 0 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 0 0 眞山　秀樹 ① 〇 ③

42 琴浦町 箆津 釼野 770-1 畑 畑 飼料畑 608 608 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 0 0 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 0 0 眞山　秀樹 ① 〇 ③

43 琴浦町 箆津 城之内 1021 山林 畑 飼料畑 1,453 1,453 H27.12.11 R7.12.10 10年0ヶ月 0 0 R5.9.1 R7.12.10 2年3ヶ月 0 0 眞山　秀樹 ① 〇 ③

44 琴浦町 八幡 念仏面 1386 田 田 普通畑 2,881 2,881 R5.9.1 R10.8.31 5年0ヶ月 4,347 12,524 〇 ②

#REF! 73,545.0 73,545.0

○注記ごとに該当する記号を記載

注1 ①機構を介して賃料を授受。　　②地権者と耕作者が賃料を直接授受。

注2 ①認定農業者　　②認定新規就農者　　③基本構想水準到達者　　④地域計画に位置付けられた経営体　　⑤今後育成すべき農業者　⑥その他

注3 A 同じ経営体が同じ農地を耕作する場合。　　B 法人で経営体制に変更がない場合。　　C 農地所有適格法人の場合（新規に借受けを行う場合は除く）。

注4 ①貸出借受が同時に行われる場合。　　②機構が地権者から借入れのみを行う場合。　　③既に機構が借入れした農地を貸付ける場合。　　④軽微変更の場合。

(項目削除)


